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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年３月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年８月６日 ０４時３５分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市男鹿
た ん が

島南東方沖 

  男鹿島灯台から真方位１２５°２.６１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３８.０′ 東経１３４°３７.６′） 

事故調査の経過  平成２５年１０月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船兼引船 第三寿
す

美
み

丸、１９４トン 

   １３６５０８、有限会社高知タッグボート 

      ３５.６０ｍ×９.８０ｍ×５.１４ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、２,９４２kＷ（合計）、平成１５年９月 

２４日 

Ｂ 引船 立
りつ

栄
えい

丸、７９トン 

   １３７０８５、個人所有 

   ２６.００ｍ×６.８０ｍ×２.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１４年３月１７日 

Ｃ はしけ Ｍ
マルエム

１、８００トン（積トン数） 

   大１－０３５８（表示番号）、福山海運株式会社 

   ４０.００ｍ×９.００ｍ×３.６０ｍ、鋼 

   機関なし、昭和６１年１月（建造） 

Ｄ はしけ 伊
マルイ

５、１,３４０トン（積トン数） 

   大１－０６６１（表示番号）、福山海運株式会社 

   ４３.００ｍ×１１.００ｍ×４.６０ｍ、鋼 

   機関なし、昭和５０年１０月（建造） 

Ｅ はしけ Ｍ
マルエム

２、１,３００トン（積トン数） 

   大１－０７４８（表示番号）、個人所有 

   ４２.００ｍ×９.８０ｍ×３.８０ｍ、鋼 

   機関なし、平成３年１２月（建造） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ３２歳 

   六級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２０年７月３日 
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    免 状 交 付 年 月 日 平成２５年３月１日 

    免状有効期間満了日 平成３０年７月２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５１歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成元年６月２３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年２月３日 

    免状有効期間満了日 平成２９年３月１１日 

  機関長Ｂ 男性 ６６歳 

   五級海技士（機関） 

    免 許 年 月 日 昭和４４年７月２５日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年３月１８日 

    免状有効期間満了日 平成２８年４月６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部及び左舷船尾部に凹損 

Ｂ なし 

Ｃ なし 

Ｄ 右舷船尾コーナー部に凹損 

Ｅ 船首部に凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、航海士Ａが、単

独で船橋当直に就き、鳴門海峡を通航後、兵庫県南あわじ市丸山埼西

北西方沖で針路を０００°（真方位、以下同じ。）に定め、約１０.５

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により、播磨

灘を航行した。 

 航海士Ａは、立って操船に当たり、播磨灘航路を東北東進している

３隻の船舶を通過した後、３Ｍレンジに設定したレーダー及び目視で

周囲を確認し、他船を見掛けなかったので、安心感もあって緊張が解

け、操舵室中央の椅子に腰を掛けてたばこを１本吸ったことは覚えて

いたが、いつしか居眠りに陥った。 

 船長Ａは、衝撃を感じて目が覚め、時刻が自室の時計で平成２５年

８月６日０４時４０分ごろであることを確認した後、急いで昇橋し、

周囲を見渡したところ、漂流しているＥ船を認め、反転してＥ船の救

助に向かい、その後、停船しているＢ船ほかはしけ２隻に接近し、損

傷状況及び人命の安全などを確認した。 

 Ｂ船は、いずれも空船のＣ船、Ｄ船及びＥ船を縦列に引き、Ｂ船の

船尾からＥ船の船尾までの距離が約２３５ｍの引船列（以下「Ｂ船引

船列」という。）を構成し、岡山県倉敷市水島港を出港した。    

 Ｂ船引船列は、Ｂ船に船長Ｂ及び機関長Ｂほか２人が、Ｃ船及びＥ

船に船長Ｃ及び船長Ｅが、Ｄ船に船長Ｄほか１人がそれぞれ乗り組

み、機関長Ｂが、０３時００分ごろ単独で船橋当直に就き、Ｂ船がマ

スト灯３個、舷灯、船尾灯、引き船灯及び黄色回転灯を、はしけ３隻
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が舷灯、船尾灯及び赤色回転灯をそれぞれ点灯しており、また、Ｂ船

は船橋甲板後部にある５００Ｗの作業灯２個で後方のはしけを照ら

し、阪神港神戸区に向かった。 

 機関長Ｂは、レーダーを１.５Ｍレンジで使用し、ＧＰＳプロッター

に表示された過去の航跡を見ながら、兵庫県姫路市家島諸島南東方沖

を速力約４.８kn で自動操舵によって東進していたところ、衝突の約

１０～１５分前、右舷正横やや前方にＡ船のマスト灯及び左舷灯を認

めた。 

 機関長Ｂは、Ａ船がＢ船引船列の前路を横切ろうとする船なのか、

同航する船なのかが分からず、注意深く動静を監視していたが、Ｂ船

が３隻のはしけをえい
．．

航し、船尾の作業灯を点灯させてはしけを照ら

していることでもあり、いずれＡ船がＢ船引船列を避けるだろうと思

い、針路及び速力を保持して航行を続けた。 

 機関長Ｂは、その後、Ａ船の方位が右舷後方に変わり、Ａ船とＢ船

との衝突の虞はなくなったが、えい
．．

航中のはしけとＡ船との衝突を避

けられるのかどうかが心配だったので、Ａ船の動向を注視していたと

ころ、衝突の約３０秒前、衝突の危険を感じて舵を左に取ったもの

の、男鹿島灯台から１２５°２.６１Ｍ付近において、Ｄ船とＡ船とが

衝突した。 

 機関長Ｂは、すぐに機関を中立とし、衝突場所付近でＢ船引船列を

停船させた。 

 Ａ船及びＢ船引船列は、その後、船長Ｂの１１８番通報で駆けつけ

た海上保安部の巡視艇の事情聴取を受け、Ａ船が姫路市姫路港飾磨区

に、Ｂ船引船列が行き先を変更して阪神港大阪区にそれぞれ向かっ

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０５時１５分 

 その他の事項 

 

Ａ船は、平成２５年８月５日１３時００分ごろ高知県高知市高知港

を出港し、姫路港の飾磨区に向かい、出港時の喫水は、船首約３.３０

ｍ及び船尾約４.７５ｍであった。 

Ａ船の船橋当直は、ふだん、単独の３直４時間交替制としていた

が、本事故当時、一等航海士が休暇により、下船していたので、単独

の２直６時間交替に近い体制であった。 

航海士Ａは、５日２３時４５分ごろ昇橋し、６日０５時過ぎまで船

橋当直を行う予定であった。 

船長Ａは、鳴門海峡通航時、本船の操船指揮に当たり、同海峡を通

航後、航海士Ａに姫路港の到着時刻などを告げ、針路及び速力を一任

して降橋した。 

航海士Ａは、ふだん、立って船橋当直に当たっていた。 
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航海士Ａは、本事故の前々日（８月４日）が休日であり、高知港を

出港後、約５時間の睡眠をとり、船橋当直に就く際、眠気や疲労を感

じていなかった。 

Ａ船には、船橋航海当直警報装置がなかった。 

Ｂ船の船橋当直は、機関長Ｂを含めた乗組員４人による単独の３時

間交替制であった。 

機関長Ｂは、単独で船橋当直に就くために必要な海技資格を有して

いなかったものの、約５０年間の内航船（砂利運搬船など）での乗船

経験があり、甲板部の海技資格を有する人の横で船橋当直を覚え、２

０歳ごろから単独で船橋当直を行っていた。 

船長Ｂは、機関長Ｂが姫路市家島町の出身であり、家島諸島付近の

海域を熟知していたので、平成２１年１月にＢ船の機関長として乗船

後、家島諸島付近を中心に船橋当直を任せていた。 

本事故発生時刻は、海上保安部の調査の結果、船長Ａの自室の時計

が約５分進んでおり、０４時３５分であることが判明した。 

Ａ船及びＢ船引船列は、損傷状況などから、Ａ船の船首部とＤ船の

右舷船尾コーナー部とが衝突した後、Ａ船がＤ船とＥ船とをつなぐえ
．

い
．
航索に当たってえい

．．
航索が外れ、更にＡ船の左舷船尾部とＥ船の船

首部とが衝突したことが判明した。  

（付図１ 事故発生経過概略図 参照）  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、男鹿島南東方沖を自動操舵で北進中、単独で船橋当直中の

航海士Ａが居眠りに陥ったことから、Ｂ船引船列に向けて航行するこ

ととなり、Ｄ船及びＥ船と衝突したものと考えられる。 

 航海士Ａは、船橋当直に就く際、眠気や疲労を感じていなかったも

のの、播磨灘航路を東北東進する３隻の船舶を通過した後、周囲には

他船を見掛けなかったので、安心感で緊張が解け、椅子に腰を掛けて

船橋当直を行ったことから、居眠りに陥った可能性があると考えられ

る。 

 Ｂ船引船列は、男鹿島南東方沖を東進中、船長Ｂが、単独で船橋当

直に就くために必要な海技資格を有していない機関長Ｂを単独で船橋

当直に就かせ、また、機関長Ｂが、Ｂ船が３隻のはしけをえい
．．

航し、

船尾の作業灯を点灯させてはしけを照らしていることでもあり、いず

れＡ船がＢ船引船列を避けるだろうと思い、針路及び速力を保持して

航行を続けたことから、衝突の約３０秒前、舵を左に取ったものの、

Ａ船とＤ船とが衝突し、更にＡ船とＥ船とが衝突したものと考えられ

る。 
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原因  本事故は、夜間、男鹿島南東方沖において、Ａ船が自動操舵で北進

中、Ｂ船引船列が東進中、単独で船橋当直中の航海士Ａが居眠りに陥

り、また、船長Ｂが、単独で船橋当直に就くために必要な海技資格を

有していない機関長Ｂを単独で船橋当直に就かせ、機関長Ｂが、いず

れＡ船がＢ船引船列を避けるだろうと思い、針路及び速力を保持して

航行を続けたため、Ａ船とＤ船及びＥ船とが衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

参考  Ａ船は、本事故後、次の再発防止策を講じた。 

 ・第二種船橋航海当直警報装置を設置した。 

 ・００時－０５時の船橋当直を複数（２人）体制とした。 

 Ｂ船は、本事故後、単独で船橋当直に就くために必要な海技資格を

有する者による船橋当直体制とした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船の衝突回避動作に疑いがあるときは、速やかに警告信号を行

うこと。 

・船橋当直中に眠気を催した場合には、眠気を払拭する行動をとる

こと。また、眠気が払拭できないときには、船長に報告するこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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男鹿島 

男鹿島灯台 
事故発生場所 

（平成25年 8月 6日 04時 35分ごろ発生） 家 島 諸 島 


